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■療養費支給申請書の内容をよく確認して、署名してください
　健康保険を扱っている施術所で施術を受ける場合、窓口で健康保険の資格確認を受け、一部負担金を支払うとともに、

療養費支給申請書への署名が必要です。負傷原因、負傷名、日数、金額などに誤りがないか、再度確認してください。や
むをえない状況を除き、本人が署名してください。

■領収書を必ずもらって大切に保管してください
　医療費の適正化対策のため、柔道整復師、はり・きゅう、マッサージの施術を受けた方に、照会を行う場合があります。

領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大切に保管してください。
■いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのかを正確に伝えてください
　交通事故など、第三者によるけがで施術を受ける場合は、住民福祉課医療年金係に相談してください。
■長期にわたって施術を受ける場合は医師の診察を受けてください
■問い合わせ先　住民福祉課医療年金係　国民健康保険の方　☎（48）1111（内1119）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　後期高齢者医療の方　☎（48）1111（内1117）

☆柔道整復師、はり・きゅう、マッサージの施術を受けられる方へ
　柔道整復師（接骨院・整骨院）、はり・きゅう、マッサージの施術に対し健康保険が使えるのは一定の条件を満たす場
合に限られます。

柔道整復師の施術について

※ 健康保険を使用した施術を継続して受ける場合は、6カ月ごとに医師の同意が必要です。

はり・きゅうの施術について
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国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ

○ 健康保険が使える場合
▽打撲や捻挫・挫傷（肉離れ）など
▽骨折または脱臼（応急処置の場合を除き、医師

の同意が必要）
▽骨・筋肉・関節のけがや痛みで、負傷原因が

はっきりしているもの

○ 健康保険が使える場合
▽次の病気や症状で、医師が必要と認める場合（※）

→　神経痛、リウマチ、頚
けいわん

腕症候群、五十肩、腰痛
症、頸

けいつい
椎捻挫後遺症

× 健康保険が使えない場合
▽日常生活における疲れや肩こり、筋肉疲労など
▽病気が原因で起こる痛みやこり（神経痛、リウ

マチ、五十肩、関節痛、ヘルニアなど）
▽脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみ

られない長期の施術
▽病院、診療所などで同じけがなどを治療中の

場合

× 健康保険が使えない場合
▽左記疾患以外のもの
▽病院、診療所などで同じけがなどを治療中の

場合
▽医師の同意がない場合

マッサージの施術について

○ 健康保険が使える場合
▽次のような症状で、医師が必要と認める場合（※）

→　筋肉がまひして自由に動かせない症状（筋
まひ）、関節が硬くて動きが悪い症状（関節
拘
こうしゅく

縮）など

× 健康保険が使えない場合
▽医療上、マッサージを必要とする症例以外の

もの
▽疲労回復や癒しを目的とするもの
▽医師の同意がない場合

【基本目標①】 自然と調和した心地よさが感じられるまち
総事業費 7億5,700万円

【主な事業】
土地区画整理 6,700万円
建築防災 3,300万円
町内の道路改良・道路橋梁維持 4億7,500万円
狭あい道路整備 4,500万円
排水路改良 500万円
都市公園等整備 6,300万円
土地利用調査 6,900万円

【基本目標③】 ともに生きる健康・福祉のまち
総事業費 2億1,400万円

【主な事業】
保育所整備 9,700万円
もちの木園整備 100万円
介護施設等整備 4,100万円
オアシスセンター整備 7,500万円

【基本目標②】 豊かな自然と共生する安全・安心なまち
総事業費 1億3,600万円

【主な事業】
地球温暖化対策 2,900万円
合併処理浄化槽整備 1,200万円
板山高根湿地保全 300万円
防災倉庫整備 600万円
次世代高度情報通信ネットワーク整備 1,600万円
消火栓整備 2,200万円
消防車購入 900万円
交通安全施設整備（ガードレールの設置など） 3,000万円
交通安全対策（通学路の安全管理、道路側溝など） 400万円
防犯対策（防犯灯、防犯カメラの設置など） 500万円

11.住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市・人間居住
を実現する

ＳＤＧｓ17の目標
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